
58

58

58

58

85

（大学等学校教育法に規定する学校または、専修学校、各種学校等については在学証明書又は学生証のコピーが必要）

特定親族特別控除は、1人の親族に対して複数

特定親族特別控除

控除額 P.8表10「特定親族特別控除」の控除額

7

7

納税者本人と生計を一にする１９歳以上２３歳未満の親族で、合計所得金額が５８万円超１２３万円以下
の方（配偶者及び専従者等を除く）。「特親」欄に、P.８表１０「特定親族特別控除」の控除額に対応す
る「項目」の番号を記入してください。

欄

P.8表8


